
令和４年度大町市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度大町市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 
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歳 入 一 金 ４０７，６１９，８６５ 円 也 

  歳 出 一 金  ４０６，６９２，４８０ 円 也 

  歳入歳出差引残額   ９２７，３８５ 円 也 は翌年度へ繰越 
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区 分 金 額

407,619
千円

歳 入 総 額１．

歳 出 総 額２．

歳 入 歳 出 差 引 額３．

４．翌年度へ繰越す
べき財源

実 質 収 支 額５．

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２６．の規定による基金繰入額

406,692

927

(1) 継続費逓次繰越額

(3) 事故繰越し繰越額

(2) 繰越明許費繰越額

計

0

0

0

0

927

0

実質収支に関する調書

14


	①_議案_後期高齢
	②_款項別集計表_後期_歳入
	③_款項別集計表_後期_歳出
	④_6_後期高齢_差引残額表
	⑤_7_白紙
	⑥_事項別明細書_後期_歳入
	⑦_事項別明細書_後期_歳出
	⑧_実質収支に関する調書_後期



